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平成16年９月30日

各 位

東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 1 6番 1号

株 式 会 社 マ ク ロ ミ ル

代 表 取 締 役 社 長 C E O 杉 本 哲 哉

（コード番号：3730 東証マザーズ）

問合せ先：取締役 CFO 岡本伊久男

電話番号：（03）6716－0700（代表）

株式の分割（無償交付）に関するお知らせ

当社は、平成16年９月30日開催の取締役会におきまして、株式の分割を行うことを決議いたしました

ので、下記のとおりお知らせ致します。

記

１．株式分割の目的

投資家の皆様にとってより投資しやすい環境を整えることで、株式市場における当社株式のさらな

る流動性の向上と、株主数の増加を図ることを目的としております。

２．株式分割の概要

(1) 分割により増加する

株式数

普通株式とし、平成16年12月31日（金曜日）〔ただし、当日

は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成16年12月30

日（木曜日）〕最終の発行済株式数に１を乗じた株式数とす

る。

(2) 分割の方法 平成16年12月31日（金曜日）〔ただし、当日は名義書換代理

人の休業日につき、実質上は平成16年12月30日（木曜日）〕

最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された

株主の所有株式１株につき２株の割合をもって分割する。

(3) 効力発生日・新株券交付日 平成17年２月18日（金曜日）

(4) 配当起算日 平成17年１月１日（土曜日）

３．その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。

以 上
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（ご参考）

１．株式の分割により増加する株式数を具体的に明示していないのは、本取締役会決議日から分割

基準日までの間に新株引受権または新株予約権の行使等により発行済株式数が増加する可能性

があり、分割当日現在の発行済株式総数が確定できないためであります。

２．株式分割後の発行済株式総数は、平成16年９月30日現在の発行済株式総数を基準として計算す

ると次のとおりとなります。

(1)現在の発行済株式総数  60,558株

(2)今回の増加株式数  60,558株

(3)増加後発行済株式総数 121,116株

３．今回の株式分割に際しては、資本金の増加はありません。

平成16年９月30日現在の資本金 862,900,596円

４．同日の取締役会において、上記の株式分割に伴い、商法第218条第２項の規定に基づき、当社の

定款上の「発行する株式の総数」について、現行の209,280株から209,280株増加させ、418,560

株に変更することを決議しております。

５．今回の株式分割に伴い、新株引受権および新株予約権について、１株あたりの権利行使価額を

平成17年１月１日以降、次のとおり調整致します。

調整後行使価額 調整前行使価額

新株引受権（平成12年８月28日決議） 5,209円 10,417円

新株引受権（平成13年９月25日決議） 13,542円 27,084円

新株予約権（平成14年６月26日決議） 13,542円 27,084円

新株予約権（平成14年９月25日決議） 13,542円 27,084円

新株予約権（平成15年９月25日決議） 20,000円 40,000円

（注）新株予約権の調整後行使価額は、新株予約権の目的たる株式の１株あたりの払込価額（権

利行使価額）であります。


